
インターネット通販の商品未着・連絡不能
等に係る相談は高止まり 

インターネット通販の商品に関する相談は近年

多くの割合を占めており、注文した商品が届かな

い「商品未着」、業者と連絡がとれなくなる「連絡

不能」等に係る相談件数は高止まりしています。 

 （③1,358 件 ②1,473 件 前年度比９２．２％） 

→ 通信販売は、クーリング・オフの対象外です。

事前に返品・解約の条件や販売事業者の連絡

先を確認しましょう。 

また、実際の通信販売サイトを 

かたった偽サイトに注意しましょう。 

ＳＮＳに係る相談は増加の一途 

ＳＮＳに表示された広告がきっかけとなったト

ラブル、ＳＮＳで知り合った人から怪しい儲け話

を勧められるトラブルなどのＳＮＳに関する相談

件数は、前年度比1.3倍となっており、幅広い年

代にわたって相談があります。 

（③1,186件 ②915件 前年度比129.6％） 

→ ＳＮＳ上で知り合った相手の書き込み内容等

を、うのみにしないようにしましょう。 

 また、うまいもうけ話には安易に応

じないようにしましょう。 

 

№41  令和４年８月 

京都府の令和３年度消費生活相談概要を公表しました。  

令和3年度の市町村等を含めた京都府内の相談件数は20,562件で、令和2年度

（22,221件）より減少しました。新型コロナ関連の相談が減少したことが主な要因です。 

相談内容では、架空請求、不審なメール、心当たりのない荷物の配達などを含む「商品一

般」が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

順位 ２年度 ３年度 

1位 商品一般 2,098 商品一般 1,855 

2位 放送･ｺﾝﾃﾝﾂ等※ 1,970 役務その他※ 1,048 

3位 健康食品 1,215 化粧品 1,047 

4位 不動産貸借 915 不動産貸借 912 

5位 役務その他 892 健康食品 649 

6位 化粧品 ８８９ 
娯楽等情報 
配信ｻｰﾋﾞｽ※ 

633 

7位 
他の保健衛生
品 

６７６ 
他の教養・ 
娯楽※ 

623 

8位 
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ通信 
ｻｰﾋﾞｽ 

６６７ 
移動通信 
ｻｰﾋﾞｽ 

588 

9位 
移動通信 
ｻｰﾋﾞｽ 

５７６ 
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ通信 
ｻｰﾋﾞｽ 

578 

10位 
紳士・ 
婦人洋服 

５０３ 
紳士・ 
婦人洋服 

539 

＜相談の多い商品・サービス＞ 

市町村等を含む京都府内の件数を集計 

※令和３年度から、「放送・ｺﾝﾃﾝﾂ等」は「役務その他」「娯楽等
情報配信ｻｰﾋﾞｽ」「他の教養・娯楽」「ｿﾌﾄｳｪｱﾗｲｾﾝｽ」「放送」等
に細分化。 

お試しの定期購入に関する相談は 
減少傾向だが依然高止まり 

健康食品、サプリメント、美容関連商品等を

「無料お試し」や「低額のお試し価格」と思い注文

したところ定期購入の条件が付いていたといっ

た相談は、減少傾向であるものの依然として多く

の相談が寄せられています。 

（③８１９件 ②１，１５５件 前年度比７０．９％） 

→ 注文する前に返品・解約の条件を確認しまし

ょう。低価格を強調する広告は特に詳細を確

認しましょう。 

 令和４年６月に改正特定商取引法が 

施行され、最終確認画面における表示 

などの規制が強化されました。 



墓じまいに関するトラブル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

事 例 アドバイス 

  

 

 

事 例 アドバイス 

 

 

事 例 アドバイス 

突然自宅に業者が訪れ、「保険金を使って

無料で雨どいの修理をしませんか」と勧め

られました。保険金請求の申請サポートも

するということですが、契約しても大丈夫

でしょうか？ 

自宅のトイレが詰まり、広告の料金表示に

「数百円から」と記載がある事業者に修理

を依頼した。1つの修理方法を試しても直

らず、「他の作業も必要」と次々に提案さ

れ、最終的に50万円を超える請求を受け

た。高額で納得できない。 

・ 自宅から遠く、自分も入るつもりはないの

で、墓じまいを寺に申し出たところ、300万

円ほどの高額な離檀料を要求され困惑して

いる。払えないと言うとローンを組めると言

われた。 

・ 跡継ぎがいないのでお寺に離檀したいと

相談したところ、過去帳に8人の名前が載っ

ているので、700万円かかると言われた。

不当に高いと思う。 

 

マッチングアプリで知り合った人から勧められ

た暗号資産の投資サイトに手数料を支払った

が、出金できない 

・ 勧誘されても、その場ですぐ契約することは避けましょう。全国

の消費生活センター等には、「下りた保険金の 50％を請求され

た」という相談が寄せられています。保険金の請求は、まず契約中

の保険会社へご自身でお問い合わせください。 

・ 申請サポート会社に頼らずとも、保険金の請求は加入者自身で

行えます。また、経年劣化の損害であれば、原則保険支払いの対

象となりません。 

・ 経年劣化の修理にもかかわらず、自然災害などとうその理由で

保険金を請求するのは絶対にやめましょう。 

・ 現場の状況次第では必ずしもインターネット上の広告に記載さ

れた料金で依頼できるとは限りません。金額表示はうのみにしな

いようにしましょう。 

・ 緊急を要するトラブルの発生に備え、地元の工務店や自治体の

管工事組合など信頼のおける事業者を探しておきましょう。 

・ 料金や作業内容に納得できない場合は、きっぱりと契約を断り、

その場での支払いはしないようにしましょう。 

マッチングアプリに関するトラブル  

住宅に関するトラブル 

 

・ 今あるお墓を片付け、寺など墓地の管理者に返還する墓じまい

の際に、高額なお布施（檀家をやめるときに寺へのお礼として慣習

的に支払う、いわゆる「離檀料」等）を要求されたという相談が寄

せられています。 

・ 離檀料に明確な基準はなく、金額に納得がいかない場合は、基

本的に寺などと話し合うことになります。 

・ 墓じまいは勝手にはできず、寺などが発行する「埋葬証明書」な

どが必要な場合があります。家族や親族などを交えるなどして、よ

く話し合いましょう。 

 

・ マッチングアプリ等の利用規約では、外部サイト・外部サービス

へ誘導する行為を禁じている場合があります。事前に規約や注

意事項をよく読み、違反する行為や疑わしい行為を持ち掛けて

くる相手とはやり取りを行わないようにしましょう。 

・ 契約の対象が暗号資産の取引に当たる場合、暗号資産交換業

者は金融庁・財務局への登録が義務付けられています。手口に

当てはまる場合や、登録がない事業者である場合には、送金し

ないようにしましょう。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

くらしの安心
推進員の方
もご参加い
ただけます 



○身近な方への見守り活動に加え、府や市町村等が主催するセミナー

や研修会の御案内、イベントや出前講座の協力依頼などもお送りし

ます。 

○詐欺防犯カルタを使った啓発や、教材作成などを検討しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行：京都府消費生活安全センター 

電話：０７５－６７１－００３０（事務） 

FAX：０７５－６７１－００１６ 

ﾒ ｰ ﾙ：kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp 

 

京都府消費生活安全センター 

≪消費生活相談≫ 
（平日 9 時～16 時） 

０７５－６７１－０００４ 

≪土日祝日電話相談≫ 
（土日祝日１０時～1６時） 

０７５－８１１－９００２ 

～困った時はお気軽にご相談ください～ 

＠消費者庁  

京都府では、地域に密着した消費者啓発及び見守り活動を行う「京都府コンシューマー

ボランティア」を募集しています。 

養成研修用の動画を作成しましたので、ぜひ受講（視聴）いただき、京都府コンシューマ

ーボランティアに登録をお願いいたします。 

 

【養成研修の受講方法】 

・オンライン：https://www.pref.kyoto.jp/shohise/volunteerseminar2022.html 

・DVD：視聴希望の方は、京都府消費生活安全センターまでお問い合わせください。 

今年も、10月の「京都府くらしの安心・安全推進月間」にあわせて、 

啓発資材を活用した見守り活動を、よろしくお願いします。 

消費者被害の未然防止を目的とした啓発資材を御準備しておりますので、

御近所の皆様や地域の集会、趣味のサークルの場などでぜひ御活用ください。 

併せて、この「推進員だより」を参考に、注意喚起・啓発いただけましたら幸い

です。 

啓発資材を御希望される場合は、同封の申込書によりお申し込みください。 

「コンシューマーボラ
ンティア」になると
何が変わる？ 

京都府消費生活安全センターでは、

消費生活に関する様々な情報を、 

メールで発信しています。 

配信ご希望の方は御連絡ください。 

 

https://www.pref.kyoto.jp/shohise/volunteerseminar2022.html
https://www.irasutoya.com/2019/04/blog-post_48.html

